
JP 2013-192625 A 2013.9.30

10

(57)【要約】
【課題】操作を容易にして穿刺針が挿入された超音波画
像データの抽出を行うことができる超音波画像診断装置
を提供する。
【解決手段】制御部２０８は、受信信号に基づいて被検
体への穿刺針２４の挿入を検出し、該被検体への穿刺針
の挿入が検出されている期間において得られた受信信号
に基づいて生成された超音波画像データを抽出する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動信号によって被検体に向けて送信超音波を出力するとともに、被検体からの反射超
音波を受信して得られた受信信号を出力する超音波探触子を備え、前記超音波探触子によ
って出力された受信信号に基づいて超音波画像を表示するための超音波画像データを生成
する超音波画像診断装置において、
　前記受信信号に基づいて前記被検体への穿刺針の挿入を検出し、該被検体への穿刺針の
挿入が検出されている期間において得られた受信信号に基づいて生成された超音波画像デ
ータを抽出する制御部を備えたことを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記被検体への穿刺針の挿入が検出されている期間において得られた受
信信号に基づいて生成された複数フレームの超音波画像データを動画像データとして抽出
することを特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記被検体への穿刺針の挿入が検出されている期間において得られた受
信信号であって、前記被検体に対する穿刺針の挿入位置が最深であるときの受信信号に基
づいて生成された超音波画像データを抽出することを特徴とする請求項１又は２に記載の
超音波画像診断装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記被検体に対する穿刺針の挿入位置が最深であるときを含む所定期間
において得られた受信信号に基づいて生成された複数フレームの超音波画像データを動画
像データとして抽出することを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の超音波画像
診断装置。
【請求項５】
　所定幅の平面波の送信超音波が前記超音波探触子から出力されるように前記超音波探触
子に駆動信号を与える送信部と、
　前記超音波探触子から出力された前記平面波の送信超音波が前記被検体に挿入された穿
刺針によって反射した反射超音波を前記超音波探触子が受信して得られた平面波の受信信
号を前記超音波探触子から受信する受信部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記受信部によって受信した前記平面波の受信信号に基づいて前記被検
体への穿刺針の挿入を検出することを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の超音
波画像診断装置。
【請求項６】
　ネットワークを介して外部機器との間でデータの送受信を行うための通信部を備え、
　前記制御部は、抽出した超音波画像データを前記通信部を介して前記ネットワーク上に
接続された画像管理装置に送信することを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の
超音波画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医師や技師等の操作者による操作に応じて、取得した超音波画像を静止画表示し
てフリーズ状態にする機能を有する超音波画像診断装置が知られている。
【０００３】
　そして、このような超音波画像診断装置では、フリーズボタンの操作によりフリーズ状
態と非フリーズ状態とに切り替えて、所望の画像を抽出することが行われている（例えば
、特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０７－３２３０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年では、生体内に穿刺針を挿入して組織や体液を採取し、これを診断する生体組織診
断（バイオプシー）が行われている。この場合、生体内の所定の組織等を採取する際に、
誤って別の位置に穿刺針を穿刺してしまわないように、医師等の操作者は、超音波画像を
見ながら穿刺位置を確認し、穿刺針の挿入を実施する。そして、生体内における穿刺針の
挿入が実施されている様子は、診療記録やインフォームドコンセント等において活用され
る。
【０００６】
　しかしながら、超音波画像を取得するために超音波探触子を操作しながら、穿刺針の生
体への挿入を実施することはある程度の技量を要する上、さらに、所望の静止画像等を得
るためには、表示された超音波画像を確認しつつフリーズ操作を行う必要があることから
、操作性に困難が伴うものである。
【０００７】
　本発明の課題は、操作を容易にして穿刺針が挿入された超音波画像データの抽出を行う
ことができる超音波画像診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、駆動信号によって被検体に向け
て送信超音波を出力するとともに、被検体からの反射超音波を受信して得られた受信信号
を出力する超音波探触子を備え、前記超音波探触子によって出力された受信信号に基づい
て超音波画像を表示するための超音波画像データを生成する超音波画像診断装置において
、
　前記受信信号に基づいて前記被検体への穿刺針の挿入を検出し、該被検体への穿刺針の
挿入が検出されている期間において得られた受信信号に基づいて生成された超音波画像デ
ータを抽出する制御部を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波画像診断装置において、
　前記被検体への穿刺針の挿入が検出されている期間において得られた受信信号に基づい
て生成された複数フレームの超音波画像データを動画像データとして抽出することを特徴
とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の超音波画像診断装置において、
　前記制御部は、前記被検体への穿刺針の挿入が検出されている期間において得られた受
信信号であって、前記被検体に対する穿刺針の挿入位置が最深であるときの受信信号に基
づいて生成された超音波画像データを抽出することを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３の何れか一項に記載の超音波画像診断装置にお
いて、
　前記制御部は、前記被検体に対する穿刺針の挿入位置が最深であるときを含む所定期間
において得られた受信信号に基づいて生成された複数フレームの超音波画像データを動画
像データとして抽出することを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４の何れか一項に記載の超音波画像診断装置にお
いて、
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　所定幅の平面波の送信超音波が前記超音波探触子から出力されるように前記超音波探触
子に駆動信号を与える送信部と、
　前記超音波探触子から出力された前記平面波の送信超音波が前記被検体に挿入された穿
刺針によって反射した反射超音波を前記超音波探触子が受信して得られた平面波の受信信
号を前記超音波探触子から受信する受信部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記受信部によって受信した前記平面波の受信信号に基づいて前記被検
体への穿刺針の挿入を検出することを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５の何れか一項に記載の超音波画像診断装置にお
いて、
　ネットワークを介して外部機器との間でデータの送受信を行うための通信部を備え、
　前記制御部は、抽出した超音波画像データを前記通信部を介して前記ネットワーク上に
接続された画像管理装置に送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、操作を容易にして穿刺針が挿入された超音波画像データの抽出を行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態に係る医用画像管理システムのシステム構成図である。
【図２】超音波画像診断装置の外観構成を示す図である。
【図３】超音波画像診断装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】受信部の機能的構成を示すブロック図である。
【図５】画像メモリー部の機能的構成を示すブロック図である。
【図６】フレーム画像データ生成処理について説明するフローチャートである。
【図７】穿刺針認識処理について説明するフローチャートである。
【図８】音速解析処理について説明するフローチャートである。
【図９】穿刺画像抽出処理について説明するフローチャートである。
【図１０】受信信号について説明する図である。
【図１１】穿刺針探索用ビームの送受信について説明する図である。
【図１２】穿刺針からの反射超音波から得られる受信信号について説明する図である。
【図１３】ハフ変換について説明する図である。
【図１４】音速解析の手順について説明する図である。
【図１５】穿刺アクセス情報の算出方法について説明する図である。
【図１６】穿刺アクセス情報の算出方法について説明する図である。
【図１７】受信開口中心について説明する図である。
【図１８】本実施の形態に係る合成画像データの生成について説明する図である。
【図１９】従来の合成画像データの生成について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態に係る医用画像管理システムについて、図面を参照して説明
する。ただし、発明の範囲は図示例に限定されない。なお、以下の説明において、同一の
機能及び構成を有するものについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００１７】
　医用画像管理システム１００は、図１に示すように、ＲＩＳ（Radiological Informati
on System：放射線情報システム）１０と、超音波画像診断装置２０と、ＰＡＣＳ（Pictu
re Archiving and Communication System）３０と、クライアント端末４０とを備えてい
る。
　上記の各装置は、ＬＡＮ（Local Area Network）等の通信ネットワークＮを介してデー
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タ通信可能に接続されている。なお、この医用画像管理システム１００には、超音波画像
診断装置２０とは異なる種類のモダリティが接続されることがあり、例えば、ＣＴ（コン
ピュータ断層撮影装置）、ＭＲＩ（磁気共鳴診断装置）、ＣＲ（コンピュータ・ラジオグ
ラフィ）、ＤＲ（デジタルＸ線撮影装置）、ＸＡ（血管造影Ｘ線診断装置）、ＥＳ（内視
鏡装置）等である。
【００１８】
　ＲＩＳ１０は、医用画像管理システム１００内における診療予約、診断結果のレポート
、実績管理等の情報管理を行う。ＲＩＳ１０は、図示しない電子カルテシステム等におい
て生成された撮影オーダ情報を超音波画像診断装置２０に送信する。
【００１９】
　超音波画像診断装置２０は、ＲＩＳ１０から受信した撮影オーダ情報に従い、患者（以
下、被検体ということがある）の生体内部組織の状態を超音波画像にして表示出力する装
置である。すなわち、超音波画像診断装置２０は、生体等の被検体内に対して超音波（送
信超音波）を送信するとともに、この被検体内で反射した超音波の反射波（反射超音波：
エコー）を受信する。超音波画像診断装置２０は、受信した反射超音波を電気信号に変換
し、これに基づいて超音波画像データを生成する。超音波画像診断装置２０は、生成した
超音波画像データに基づき、被検体内の内部状態を超音波画像として表示する。また、超
音波画像診断装置２０は、撮影オーダ情報に基づいて、生成した超音波画像データに関す
る付帯情報を生成する。超音波画像診断装置２０は、超音波画像データに当該付帯情報を
付帯して、ＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and COmmunication in Medicine）規格に則っ
たＤＩＣＯＭ画像データからなる画像ファイルを生成し、ＰＡＣＳ３０に送信することが
できる。
【００２０】
　超音波画像診断装置２０は、図２に示すように、超音波画像診断装置本体２１と超音波
探触子２２とを備えている。超音波探触子２２は、上述したようにして送信超音波を送信
するとともに、反射超音波を受信する。超音波画像診断装置本体２１は、超音波探触子２
２とケーブル２３を介して接続され、超音波探触子２２に電気信号の駆動信号を送信する
ことによって超音波探触子２２に被検体内に対して送信超音波を送信させる。また、超音
波画像診断装置本体２１は、超音波探触子２２にて受信した被検体内からの反射超音波に
応じて超音波探触子２２で生成された電気信号である受信信号を受信し、上述のようにし
て超音波画像データを生成する。
【００２１】
　超音波探触子２２は、圧電素子からなる振動子２２ａ（図３参照）を備えており、この
振動子２２ａは、例えば、方位方向（走査方向）に一次元アレイ状に複数配列されている
。本実施の形態では、１～ｎチャンネルのｎ個（例えば、１９２個）の振動子２２ａを備
えた超音波探触子２２を用いている。なお、振動子は、二次元アレイ状に配列されたもの
であってもよい。また、振動子２２ａの個数は、任意に設定することができる。また、本
実施の形態では、超音波探触子２２について、リニア電子スキャンプローブを採用したが
、電子走査方式あるいは機械走査方式の何れを採用してもよく、また、リニア走査方式、
セクタ走査方式あるいはコンベックス走査方式の何れの方式を採用することもできる。
【００２２】
　また、超音波探触子２２の側部には、方位方向に穿刺針２４の挿入を案内するアタッチ
メント２５が設けられている。アタッチメント２５は、穿刺針２４の挿入角度が規定され
るように挿入の案内を行い、また、挿入角度を可変することが出来る。
　なお、本実施の形態において、アタッチメント２５を設けず、例えば、超音波探触子２
２に穿刺針２４の挿入角度をガイドするガイド溝を設けるようにしてもよい。
【００２３】
　超音波画像診断装置本体２１は、図３に示すように、例えば、操作入力部２０１と、送
信部２０２と、受信部２０３と、画像処理部２０４と、画像メモリー部２０５と、ＤＳＣ
（Digital Scan Converter）２０６と、表示部２０７と、制御部２０８と、記憶部２０９
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と、通信部２１０とを備えて構成されている。
【００２４】
　操作入力部２０１は、例えば、診断開始を指示するコマンド、被検体の個人情報等のデ
ータ、及び、超音波画像を表示部２０７に表示するための各種パラメーターの入力などを
行うための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を備えており
、操作信号を制御部２０８に出力する。
【００２５】
　送信部２０２は、制御部２０８の制御に従って、超音波探触子２２にケーブル２３を介
して電気信号である駆動信号を供給して超音波探触子２２に送信超音波を発生させる回路
である。すなわち、送信部２０２は、例えば、クロック発生回路、遅延回路、パルス発生
回路を備えている。クロック発生回路は、駆動信号の送信タイミングや送信周波数を決定
するクロック信号を発生させる回路である。遅延回路は、駆動信号の送信タイミングを振
動子毎に対応した個別経路毎に遅延時間を設定し、設定された遅延時間だけ駆動信号の送
信を遅延させて送信超音波によって構成される超音波ビームの集束（送信ビームフォーミ
ング）を行うための回路である。パルス発生回路は、所定の周期で駆動信号としてのパル
ス信号を発生させるための回路である。上述のように構成された送信部２０２は、例えば
、超音波探触子２２に配列されたｎ個（例えば、１９２個）の振動子のうちの連続する一
部（例えば、６４個）を駆動して送信超音波を発生させる。このように、集束の行われる
超音波ビームをスキャン用ビームということがある。そして、送信部２０２は、送信超音
波を発生させる毎に駆動する振動子を方位方向にずらすことで走査（スキャン）を行う。
また、本実施の形態において、送信部２０２は、遅延回路による駆動信号の送信の遅延を
実施せず、複数の振動子を同時に駆動させるように超音波探触子２２に駆動信号を与える
ことにより、超音波探触子２２に一定のビーム幅の平面波からなる超音波ビームを発生さ
せることができる。このようにして生成された超音波ビームは、穿刺針探索用ビームとい
うことがあり、後述する穿刺針の探索に用いられる。また、送信部２０２は、後述するよ
うに、超音波ビームの集束が行われる音速解析用ビームを発生させることもできる。
【００２６】
　受信部２０３は、制御部２０８の制御に従って、超音波探触子２２からケーブル２３を
介して電気信号である受信信号を受信する回路である。受信部２０３は、図４に示すよう
に、例えば、ＡＭＰ（AMPlifier）２０３ａ、ＡＤＣ（Analog-Digital Converter）２０
３ｂ、サンプリングメモリー２０３ｃ、整相加算部２０３ｄ、穿刺針位置検出部２０３ｅ
及び音速算出部２０３ｆを備えている。
【００２７】
　ＡＭＰ２０３ａは、受信信号を、ｎ個の振動子２２ａ１～２２ａｎのそれぞれに対応す
る個別経路毎に、予め設定された増幅率で増幅させるための回路である。本実施の形態で
は、ｎ個の振動子２２ａ１～２２ａｎのそれぞれに対応して、ｎ個のＡＭＰ２０３ａ１～
２０３ａｎが設けられている。
　ＡＤＣ２０３ｂは、ＡＭＰ２０３ａによって増幅された受信信号をアナログ－デジタル
変換（Ａ／Ｄ変換）してサンプリングするための回路である。本実施の形態では、ｎ個の
ＡＭＰ２０３ａ１～２０３ａｎのそれぞれに対応して、ｎ個のＡＤＣ２０３ｂ１～２０３
ｂｎが設けられている。
【００２８】
　サンプリングメモリー２０３ｃは、振動子２２ａ１～２２ａｎのそれぞれに対応した複
数チャンネルの記憶領域を有し、チャンネル毎に複数のサンプリング格納領域を有してい
る。サンプリングメモリー２０３ｃは、例えば、ＦＩＦＯ（First-In/First-Out）の形式
により、受信信号のサンプリングタイミング毎に、複数のサンプリング格納領域にそれぞ
れ格納されたＡ／Ｄ変換後の受信信号がシフトする。これにより、サンプリングメモリー
２０３ｃは、受信信号を時系列的に記憶することができる。
【００２９】
　整相加算部２０３ｄは、サンプリングメモリー２０３ｃに記憶されている受信信号を、
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所定の受信開口中心に対応するチャンネルの受信信号を基準として、チャンネル毎に受信
信号を遅延時間に対応して読み出し位置をずらしながら読み出し、これらのデータを加算
する。すなわち、整相加算部２０３ｄは、Ａ／Ｄ変換された受信信号に対してそれぞれ遅
延時間を与えて時相を整え、これらを加算（整相加算）して音線データを生成する。つま
り、整相加算部２０３ｄは、上述したようにして受信ビームフォーミングを行って音線デ
ータを生成する。なお、遅延時間は、設定された音速に対応している。整相加算部２０３
ｄは、生成された音線データを画像処理部２０４に出力する。
【００３０】
　穿刺針位置検出部２０３ｅは、上述のようにして送信された穿刺針探索用ビームの反射
超音波から得られた受信信号がサンプリングメモリー２０３ｃに記憶されたときに、この
受信信号を分析して、被検体に挿入された穿刺針２４の角度及び位置を示す穿刺針エコー
情報を生成する。また、穿刺針位置検出部２０３ｅは、生成された穿刺針エコー情報に基
づいて、被検体に挿入された穿刺針２４の実際の挿入角度及び深度を特定する穿刺アクセ
ス情報を生成する。なお、穿刺針エコー情報及び穿刺アクセス情報の具体的な生成方法に
ついては後述する。そして、穿刺針位置検出部２０３ｅは、生成された穿刺アクセス情報
に基づいて、後述する穿刺針画像データを構成する音線データを生成させるために、整相
加算における受信開口中心とするチャンネルを整相加算部２０３ｄに指示する。
【００３１】
　音速算出部２０３ｆは、音速解析用ビームの送受信によって得られた受信信号がサンプ
リングメモリー２０３ｃに記憶されたときに、穿刺針位置検出部２０３ｅによって生成さ
れた穿刺針エコー情報に基づいて、穿刺針エコー情報の補正を行うとともに、被検体内に
おける音速を算出する。なお、穿刺針エコー情報の具体的な補正方法や音速の算出方法に
ついては後述する。そして、音速算出部２０３ｆは、音速の算出結果に基づいて、遅延時
間を整相加算部２０３ｄに指示する。
【００３２】
　画像処理部２０４は、受信部２０３からの音線データに対して包絡線検波処理や対数圧
縮などを実施し、ダイナミックレンジやゲインの調整を行って輝度変換することにより、
Ｂモード画像データを生成する。すなわち、Ｂモード画像データは、受信信号の強さを輝
度によって表したものである。画像処理部２０４は、Ｂモード画像データの他、Ａモード
画像データ、Ｍモード画像データ及びドプラ法による画像データが生成できるものであっ
てもよい。
【００３３】
　画像メモリー部２０５は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの
半導体メモリーによって構成されており、画像処理部２０４から送信されたＢモード画像
データをフレーム単位で記憶する。フレーム単位のＢモード画像データを超音波画像デー
タ、あるいは、フレーム画像データということがある。画像メモリー部２０５は、所定時
間（例えば、５分）分のフレーム画像データを保持可能な大容量メモリーにより構成され
ており、例えば、ＦＩＦＯ方式により、直近の所定時間分の超音波画像データが保持され
る。より具体的には、画像メモリー部２０５は、図５に示すように、例えば、穿刺針画像
用フレームバッファ２０５ａ、生体組織画像用フレームバッファ２０５ｂ及び合成画像用
フレームバッファ２０５ｃを備えている。
【００３４】
　穿刺針画像用フレームバッファ２０５ａは、穿刺針画像データをフレーム単位で記憶す
る。生体組織画像用フレームバッファ２０５ｂは、被検体内の生体組織を表す生体組織画
像データをフレーム単位で記憶する。すなわち、受信開口中心が、送信する超音波ビーム
の送信開口中心に対応するチャンネルとなるように受信信号を整相加算して得られた超音
波画像データを記憶する。合成画像用フレームバッファ２０５ｃは、穿刺針画像用フレー
ムバッファ２０５ａ及び生体組織画像用フレームバッファ２０５ｂからそれぞれ穿刺針画
像データ及び生体組織画像データを読み出して合成された超音波画像データである合成画
像データをフレーム単位で記憶する。
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【００３５】
　上述のようにして生成された超音波画像データは、制御部２０８の制御に従って、画像
メモリー部２０５から所定時間毎に１フレーム分ずつＤＳＣ２０６に送信される。
【００３６】
　ＤＳＣ２０６は、画像メモリー部２０５より受信した超音波画像データをテレビジョン
信号の走査方式による画像信号に変換し、表示部２０７に出力する。
【００３７】
　表示部２０７は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）デ
ィスプレイ、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレ
イ及びプラズマディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部２０７は、ＤＳＣ２
０６から出力された画像信号に従って表示画面上に超音波画像の表示を行う。本実施の形
態では、表示部２０７として、白色もしくはフルカラーＬＥＤ（Light-Emitting Diode）
のバックライトを備えた１５インチのＬＣＤが適用されている。なお、ＬＥＤのバックラ
イトを備えたＬＣＤにおいて、例えば、超音波画像データを分析してＬＥＤの輝度を調整
するように構成されていてもよい。このとき、１画面を複数の領域に分割し、その領域毎
にＬＥＤの輝度調整を実施するようにしてもよい。また、画面全体でＬＥＤの輝度調整を
実施するようにしてもよい。また、表示部２０７に適用される画面サイズについては任意
のものを適用することができる。表示部２０７に適用されるバックライトは、ＬＥＤに限
らず、例えば、ＣＣＦＬ（Cold Cathode Fluorescent Lamp）等を適用してもよい。
【００３８】
　制御部２０８は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only M
emory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成され、ＲＯＭに記憶されている
システムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、展開したプロ
グラムに従って超音波画像診断装置２０の各部の動作を集中制御する。
　ＲＯＭは、半導体等の不揮発メモリー等により構成され、超音波画像診断装置２０に対
応するシステムプログラム及び該システムプログラム上で実行可能な、例えば、後述する
、フレーム画像データ生成処理や穿刺画像抽出処理等を実行する各種処理プログラムや、
各種データ等を記憶する。これらのプログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログ
ラムコードの形態で格納され、ＣＰＵは、当該プログラムコードに従った動作を逐次実行
する。
【００３９】
　記憶部２０９は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）
等の大容量記録媒体によって構成されており、上述したようにして生成された超音波画像
データを保存することができる。ここで、記憶部２０９は、１フレーム分の静止画の超音
波画像データと、数フレーム分の超音波画像データを動画表示可能に生成された動画デー
タとを保存することができる。なお、上述した記録媒体の他、ＤＶＤ－Ｒ（Digital Vers
atile Disk-Recordable）やＣＤ－Ｒ（Compact Disk-Recordable）等の可搬型記録媒体と
、これにデータを記録するためのＤＶＤ－ＲドライブやＣＤ－Ｒドライブ等のデータ読出
書込装置を備え、これらにより記憶部２０９を構成するようにしてもよい。また、記憶部
２０９は、上述のようにして生成されたＤＩＣＯＭ画像データからなる画像ファイルを保
存できるようにしてもよい。
【００４０】
　通信部２１０は、ＬＡＮアダプター、ルーター、ＴＡ（Terminal Adapter）等を備え、
通信ネットワークＮを介して接続されたＲＩＳ１０、ＰＡＣＳ３０及びクライアント端末
４０等の外部機器との間でデータの送受信を行う。
【００４１】
　ＰＡＣＳ３０は、図１に示すように、超音波画像診断装置２０において生成された画像
ファイル等を保存管理し、検索やデータ解析を行うデータベースシステムである。ＰＡＣ
Ｓ３０は、超音波画像診断装置２０から受信した画像ファイルに含まれる付帯情報に基づ
いて当該画像ファイルを、例えば、リレーショナルデータベースに蓄積記憶していく。そ
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して、ＰＡＣＳ３０は、読影医等の操作指示に応じて指定された患者ＩＤや検査ＩＤ等を
検索キーとして画像ファイルを検索し、画像ビューワーやイメージャーに出力する。また
、ＰＡＣＳ３０は、患者ＩＤや検査ＩＤ等の検索キーを含む画像ファイルデータ取得要求
を外部機器から受信すると、この取得要求に応じた画像ファイルを検索して当該外部機器
に送信することができる。
【００４２】
　次に、以上のようにして構成された医用画像管理システム１００における超音波画像診
断装置２０の制御部２０８にて実行されるフレーム画像データ生成処理について図６を参
照しながら説明する。このフレーム画像データ生成処理は、超音波画像診断装置２０によ
って１フレーム分の超音波画像データを生成する際に実行される処理である。
【００４３】
　先ず、制御部２０８は、穿刺針位置検出部２０３ｅを機能させるための穿刺針認識処理
を実行して穿刺針エコー情報を取得する（ステップＳ１０１）。ここで、穿刺針認識処理
について図７を参照しながら詳述する。
【００４４】
　制御部２０８は、上述したようにして穿刺針探索用ビームの送受信を行う（ステップＳ
２０１）。
【００４５】
　ここで、穿刺針２４は、音響インピーダンスが被検体内の生体組織とは大きく異なるた
め、被検体内では超音波を強く鏡面反射する性質を有している。本実施の形態では、この
性質を利用して、穿刺針探索用ビームとして平面波からなる超音波ビームを送信している
。すなわち、例えば、送信する超音波ビームを集束した場合には、図１０（Ａ）に示すよ
うに、穿刺針２４で反射した超音波から得られる受信信号は、破線部Ａに示すように表れ
る。そのため、特徴的な受信信号が得られず、穿刺針２４の検出は困難である。一方、送
信する超音波ビームを平面波とした場合には、穿刺針２４で反射した超音波により平面波
が形成されるので、図１０（Ｂ）に示されるように、穿刺針２４で反射した超音波ビーム
から得られる受信信号は、破線部Ｂに示すように表れる。そのため、直線的な特徴を有す
る受信信号を得ることができ、これにより穿刺針２４を検出することができるようになる
。このように、本実施の形態では、平面波からなる超音波ビームである穿刺針探索用ビー
ムの一度の送受信で穿刺針２４の検出を行うことができるので、フレームレートの低下を
低減することができるようになる。
【００４６】
　なお、穿刺針探索用ビームは、超音波探触子２２の何れの位置から送信するようにして
もよいが、超音波探触子２２の端部から送信すると、穿刺針２４を速やかに認識すること
ができる。また、超音波探触子２２の左右両端から穿刺針探索用ビームを送信するように
すると、穿刺針２４が超音波探触子２２の左右何れの方向から挿入されても速やかに認識
することができる。ここで、２次元アレイ状に振動子が配列された超音波探触子を使用す
る場合には、四方の端部から穿刺針探索用ビームを送信するのが好ましい。また、穿刺針
探索用ビームは、穿刺針２４からの反射超音波によって受信信号が得られるような方向で
あれば何れの方向に向けて送受信を行ってもよいが、超音波探触子の外側であって深度方
向に対して所定角度となるように送信するのがよく、穿刺針２４が挿入される角度に対し
て垂直もしくはこれに近似する角度とすると、穿刺針２４の検出精度を高めることができ
るので、より好ましい。例えば、図１１に示される場合にあっては、矢印Ｃで示す方向に
穿刺針探索用ビームを送信した場合には、穿刺針２４にて穿刺針探索用ビームが鏡面反射
するため、穿刺針２４が挿入される角度によっては反射超音波が超音波探触子２２によっ
て取得可能な範囲から外れてしまうことがある。このような場合には、穿刺針２４からの
反射超音波が超音波探触子２２によって受信されないため、図１２（Ａ）の破線部Ｅに示
すように、穿刺針２４からの反射超音波による受信信号が明瞭に得られない。一方、図１
１の矢印Ｄで示すように、穿刺針２４が挿入される角度に対して垂直の角度にて穿刺針探
索用ビームを送信した場合には、穿刺針２４で送信方向に対向して超音波が反射するので
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、穿刺針２４からの反射超音波を超音波探触子２２にて多く受信することができ、穿刺針
２４で反射した超音波ビームから得られる受信信号が図１２（Ｂ）の破線部Ｆに示すよう
に明瞭に表れて、穿刺針２４の検出が容易になる。
【００４７】
　続いて、制御部２０８は、図７に示すように、上述したようにして受信した穿刺針探索
用ビームから得られた受信信号がサンプリングメモリー２０３ｃに記憶されて受信エコー
データが記憶される、すなわち、穿刺針探索用ビームの受信エコーデータが取得されると
（ステップＳ２０２）、エッジ検出処理を実行する（ステップＳ２０３）。
【００４８】
　制御部２０８は、エッジ検出処理において、受信信号の強度の変化が所定の大きさ以上
である部分を抽出する。すなわち、制御部２０８は、サンプリングメモリー２０３ｃの各
サンプリング格納領域に対して、例えば、微分フィルターやエッジ強調フィルター等を適
用して隣接するサンプリング格納領域の受信信号の強度差が所定の大きさ以上である部分
をエッジとして抽出する。これにより、穿刺針２４から反射して得られた穿刺針探索用ビ
ームの受信信号を強調することができる。
【００４９】
　次に、制御部２０８は、エッジ検出された受信エコーデータに対してハフ（Hough）変
換を行う（ステップＳ２０４）。これにより、穿刺針２４から反射して得られた穿刺針探
索用ビームの受信信号によって形成される直線的部分のパラメーター（直線パラメーター
）を得ることができる。
【００５０】
　例えば、制御部２０８は、先ず、図１３（Ａ）に示されるように、エッジ検出された受
信エコーデータをｘｙ空間上に表す。ここで、ｘ軸は方位方向の距離を表し、ｙ軸は深度
を表している。図１３（Ａ）では、破線部Ｇに示すように穿刺針探索用ビームの受信信号
が強調されている。次に、制御部２０８は、ｘｙ空間上に表された受信エコーデータに対
してハフ変換を実施する。具体的には、制御部２０８は、受信エコーデータにおいて受信
信号が表れている点のそれぞれについてρθ空間における正弦曲線に変換する。この変換
式は、ｘｙ空間におけるある点の座標を（ｘ０，ｙ０）とした場合、下記式（１）のよう
に表すことができる。
ρ＝ｘ０・ｃｏｓθ＋ｙ０・ｓｉｎθ（０≦θ＜π）・・・（１）
　そして、制御部２０８は、変換された各正弦曲線が通過する点に対して投票を行い、そ
の結果をρθ空間上にプロットする。例えば、図１３（Ａ）に表された受信エコーデータ
に対してハフ変換を行い、その結果得られた各正弦曲線の投票結果をプロットすると、図
１３（Ｂ）に示すようになる。
　なお、ここで、エッジ検出された受信エコーデータにおけるエッジの強度に応じて、正
弦曲線毎に投票の重み付けを行うようにすると、直線パラメーターの取得をより容易に行
うことができるようになる。
　次に、制御部２０８は、上述のようにして得られた投票結果から投票数の最も多い点、
すなわち、最大投票数である点を抽出し、これを直線パラメーターとする。例えば、図１
３（Ｂ）では、点Ｍに示された点（ρｉ，θｉ）が最大投票数である点となっている。こ
の最大投票数である点が直線パラメーターとなる。ここで、最大投票数が所定の閾値未満
である場合には、穿刺針２４が挿入されていないと判断して、最大投票数の抽出を行わな
いようにする。
【００５１】
　そして、制御部２０８は、図７に示すように、直線パラメーター（ρｉ，θｉ）から穿
刺針エコー情報を求めた後（ステップＳ２０５）、この処理を終了する。穿刺針エコー情
報（ｚ）は、下記式（２）によって求めることができる。
ｚ＝ｔａｎθｉ・ｘ＋ρｉ／ｃｏｓθｉ・・・（２）
【００５２】
　本実施の形態では、穿刺針エコー情報を得るためにハフ変換を適用しているので、例え
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ば、受信エコーデータにおいて直線的な特徴を有する受信信号が途中で途切れたような場
合であっても、上述のようにして穿刺針エコー情報を取得することができる。
【００５３】
　続いて、制御部２０８は、図６に示すように、穿刺針認識処理を実行した結果、穿刺針
２４が被検体内に挿入されているか否かを判定する（ステップＳ１０２）。具体的には、
穿刺針認識処理において、穿刺針エコー情報が取得されたか否かにより、穿刺針２４の有
無を判定する。制御部２０８は、穿刺針２４が被検体内にあると判定したときは（ステッ
プＳ１０２：Ｙ）、音速解析処理を実行し、補正された穿刺針エコー情報と被検体内の音
速を取得する（ステップＳ１０３）。ここで、音速解析処理について図８を参照しながら
詳述する。
【００５４】
　先ず、制御部２０８は、上述したようにして音速解析用ビームの送受信を行う（ステッ
プＳ３０１）。音速解析用ビームは、例えば、１６チャンネルの振動子２２ａによって送
信する超音波ビームの集束を行う。なお、音速解析用ビームを送信するために駆動する振
動子２２ａの数は適宜設定することができる。
【００５５】
　次に、制御部２０８は、受信した音速解析用ビームから得られた受信信号がサンプリン
グメモリー２０３ｃに記憶されて受信エコーデータが取得されると、この受信エコーデー
タのうちの一定の領域にある受信信号をプロファイル取得範囲として設定する（ステップ
Ｓ３０２）。すなわち、制御部２０８は、上述した穿刺針認識処理において取得された穿
刺針エコー情報で規定される直線から所定範囲に含まれる受信信号を抽出し、これをプロ
ファイル取得範囲として設定する。具体的には、制御部２０８は、例えば、図１４（Ａ）
に示すように、穿刺針エコー情報（ｚ）で規定される直線Ｈから所定幅の範囲をプロファ
イル取得範囲Ｊとして設定する。
【００５６】
　続いて、制御部２０８は、設定したプロファイル取得範囲における受信信号からプロフ
ァイルを取得する（ステップＳ３０３）。具体的には、制御部２０８は、例えば、図１４
（Ｂ）の図中Ｋにて示すように、設定したプロファイル取得範囲における受信信号の最大
強度を振動子２２ａのチャンネル毎に抽出する。なお、ノイズを平滑するために、この抽
出結果に対してＬＰＦ（Low-Pass Filter）をかけ、図１４（Ｂ）の図中Ｌに示すような
結果が得られるようにしてもよい。
【００５７】
　制御部２０８は、上述したようにして取得したプロファイルからピーク値を示す振動子
２２ａのチャンネルを特定する（ステップＳ３０４）。例えば、図１４（Ｂ）に示す例に
よれば、チャンネル「１０２」の振動子２２ａの受信信号の強度がピーク値を示している
。
【００５８】
　制御部２０８は、上述のようにして特定したピーク値に基づいて、図１４（Ｃ）に示す
ｄｘ値及びｄｚ値を算出する（ステップＳ３０５）。
　ｄｘ値は、ピーク値の示す受信信号の位置と音速解析用ビームの送信開口中心との距離
を示す。すなわち、ｄｘ値は、ピーク値に対応する振動子２２ａのチャンネルと音速解析
用ビームの送信開口中心に対応する振動子２２ａのチャンネルとを特定することにより算
出することができる。例えば、図１４（Ｂ）に示すように、音速解析用ビームを送信する
ときに超音波の送信に使用される振動子２２ａ（送信開口チャンネル）がチャンネル「１
」～チャンネル「１６」の１６チャンネルである場合、送信開口中心に対応する振動子２
２ａはチャンネル「８」及び「９」となる。そして、ピーク値に対応する振動子２２ａは
チャンネル「１０２」なので、振動子２２ａのピッチが、例えば、０．２ｍｍの場合、ｄ
ｘ値は、０．２×（１０２－８．５）＝１８．７ｍｍとなる。
　ｄｚ値は、ピーク値を示す受信信号の位置と超音波探触子２２までの距離あるいは受信
タイミングを示す。ｄｚ値は、上述した穿刺針エコー情報から求めることができる。
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【００５９】
　制御部２０８は、上述したようにして算出したｄｘ値及びｄｚ値に基づき、穿刺針エコ
ー情報を補正する（ステップＳ３０６）。具体的には、制御部２０８は、最初に、ｄｘ値
及びｄｚ値から直線パラメーターのθｉ値を補正する。θｉ値の補正値θｉ´は、下記式
（３）によって求めることができる。
θｉ´＝ｔａｎ－１（ｄｘ／ｄｚ）・・・（３）
　また、制御部２０８は、穿刺針エコー情報（ｚ）の補正値（ｚ´）についても、下記式
（４）によって求めることができる。
ｚ´＝ｚ・（ｄｘ／ｄｚ）・・・（４）
【００６０】
　制御部２０８は、音速算出部２０３ｆを機能させて、上述のようにして算出されたθｉ

´値から被検体内における音速の補正値を算出し（ステップＳ３０７）、この処理を終了
する。音速は、整相加算を行うときの遅延時間の設定に用いられるものであり、初期設定
値は１５４０ｍ／ｓとなっている。音速の補正値（ｃ）は、下記式（５）によって求める
ことができる。
ｃ＝１５４０×ｔａｎθｉ´／ｔａｎθｉ・・・（５）
【００６１】
　本実施の形態では、音速の補正値を求めることにより、適切な整相加算を行うことがで
き、良質な超音波画像を取得することができるようになる。
【００６２】
　続いて、制御部２０８は、図６に示すように、幾何変換処理を実行し、穿刺針エコー情
報に基づいて上述した穿刺アクセス情報を取得する（ステップＳ１０４）。
【００６３】
　穿刺アクセス情報は、穿刺針エコー情報と超音波の反射の法則から求めることができる
。
【００６４】
　例えば、図１５に示すように、方位方向に垂直な方向に送信された穿刺針探索用ビーム
を受信して得られた受信エコーデータに基づく穿刺針エコー情報が示す関数直線Ｈ上の点
Ｐ（ｘ１，ｚ１）から穿刺針２４の実際の位置が何れにあるかを考えてみる。
【００６５】
　点Ｐの深度ｚ１は、超音波探触子２２の超音波の送信位置から穿刺針２４までの距離ａ

１と、送信位置から送信された超音波の穿刺針２４における反射点から、当該反射した超
音波が受信する受信位置までの距離ｂ１との和であり、すなわち、下記式（６）によって
表すことができる。
ｚ１＝ａ１＋ｂ１・・・（６）
　また、ａ１とｂ１との比率は、下記式（７）によって表すことができる。
ａ１：ｂ１＝ｃｏｓ２θｒ：１・・・（７）
　ここで、角度値θｒは、穿刺針２４の実際の挿入角度を示す。
【００６６】
　そして、ａ１、ｂ１及びｃ１は、下記式（８）～（１０）によって表すことができる。
ここで、ｃ１は、超音波の送信位置から受信位置までの距離を示す。
ａ１＝（ｚ１・ｃｏｓ２θｒ）／（１＋ｃｏｓ２θｒ）・・・（８）
ｂ１＝ｚ１／（１＋ｃｏｓ２θｒ）・・・（９）
ｃ１＝ｂ１・ｓｉｎ２θｒ＝（ｚ１・ｓｉｎ２θｒ）／（１＋ｃｏ２θｒ）・・・（１０
）
【００６７】
　ここで、穿刺針エコー情報を表す上記式（２）によれば、下記式（１１）によってｔａ
ｎθｉが求まる。
ｔａｎθｉ＝（ａ＋ｂ）／｛（ａ／ｔａｎθｒ）＋ｂｓｉｎ２θｒ｝
　　　　　＝｛（１＋ｃｏｓ２θｒ）ｔａｎθｒ｝／（ｃｏｓ２θｒ＋ｔａｎθｒｓｉｎ
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２θｒ）
　　　　　＝２θｒ・・・（１１）
　したがって、穿刺針２４の実際の挿入角度θｒは、下記式（１２）によって求められる
。
　θｒ＝ｓｉｎ－１（ｔａｎθｉ）／２・・・（１２）
【００６８】
　次に、ｘ１がｃ１となるｚ１を下記式（１３）によって求める。
ｚ１＝ｔａｎθｉ・ｘ１＋ρｉ／ｃｏｓθｉ

　　＝ｔａｎθｉ・｛ｚ１・ｓｉｎ２θｒ／（１＋ｃｏｓ２θｒ）｝＋ρｉ／ｃｏｓθｉ

　　＝｛ρｉ／ｃｏｓθｉ｝・｛（１＋ｃｏｓ２θｒ）／（１＋ｃｏｓ２θｒ－ｔａｎθ

ｉｓｉｎ２θｒ）・・・（１３）
　したがって、上記式（８）及び上記式（１３）によれば、超音波探触子２２の超音波の
送信位置から穿刺針２４までの距離ａ１、すなわち、穿刺針２４の実際の深度Ｚは、下記
式（１４）によって求めることができる。
Ｚ＝ａ１

　＝（ｚ１・ｃｏｓ２θｒ）／（１＋ｃｏｓ２θｒ）
　＝｛ρｉ／ｃｏｓθｉ｝・｛ｃｏｓ２θｒ／（１＋ｃｏｓ２θｒ－ｔａｎθｉｓｉｎ２
θｒ）｝・・・（１４）
【００６９】
　また、例えば図１６に示すように、超音波探触子２２の外側方向に所定角度θ´向けて
送信された穿刺針探索用ビームを受信して得られた受信エコーデータに基づいて穿刺アク
セス情報を得ることを考えてみる。なお、この例において、穿刺針エコー情報（ｚ）は下
記式（１５）によって表される。
ｚ＝ｔａｎθｋ・ｘ＋ρｋ／ｃｏｓθｋ・・・（１５）
【００７０】
　穿刺針エコー情報（ｚ）が示す関数直線Ｈ２上のある点Ｐ２の座標を（ｘ２，ｚ２）と
した場合、点Ｐ２の深度ｚ２は、上述した例と同様に、超音波探触子２２の超音波の送信
位置から穿刺針２４の反射点までの距離ａ２と、穿刺針２４の反射点から、当該反射した
超音波が受信する受信位置までの距離ｂ２との和であり、すなわち、下記式（１６）によ
って表すことができる。
ｚ２＝ａ２＋ｂ２・・・（１６）
　また、ａ２とｂ２との比率は、下記式（１７）によって表すことができる。
ａ２：ｂ２＝ｃｏｓ（２θｓ－θ´）：ｃｏｓθ´・・・（１７）
【００７１】
　そして、ａ２、ｂ２及びｃ２は、下記式（１８）～（２０）によって表すことができる
。ここで、ｃ２は、超音波の送信位置から受信位置までの距離を示す。
ａ２＝｛ｚ２・ｃｏｓ（２θｓ－θ´）｝／｛ｃｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）｝・
・・（１８）
ｂ２＝（ｚ２・ｃｏｓθ´）／｛ｃｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）｝・・・（１９）
ｃ２＝ｂ２・ｓｉｎ（２θｓ－θ´）－ａ２・ｓｉｎθ´
　　＝｛ｚ２・ｓｉｎ（２θｓ－２θ´）｝／｛ｃｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）｝
・・・（２０）
【００７２】
　そして、穿刺針エコー情報を表す上記式（１５）によれば、穿刺針２４の実際の挿入角
度θｓは、下記式（２１）によって求められる。
θｓ＝ｓｉｎ－１ｔａｎθｋ／２＋θ´／２・・・（２１）
【００７３】
　次に、ｘ２がｃ２となるｚ２を下記式（２２）によって求める。
ｚ２＝ｔａｎθｋ・ｘ２＋ρｋ／ｃｏｓθｋ

　　＝ｔａｎθｋ・｛ｚ２・ｓｉｎ（２θｓ－２θ´）｝／｛ｃｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θ
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ｓ－θ´）｝＋ρｋ／ｃｏｓθｋ

　　＝（ρｋ／ｃｏｓθｋ）・［｛ｃｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）｝／｛ｃｏｓθ
´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）－ｔａｎθｋｓｉｎ（２θｓ－２θ´）｝］・・・（２２）
　したがって、上記式（１８）及び上記式（２２）によれば、穿刺針２４の実際の深度Ｚ

２は、下記式（２３）によって求めることができる。
Ｚ２＝ａ２ｃｏｓθ´＋ａ２ｓｉｎθ´ｔａｎθｓ

　　＝｛ｚ２・ｃｏｓ（２θｓ－θ´）（ｃｏｓθ´＋ｓｉｎθ´ｔａｎθｓ）｝／｛ｃ
ｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）｝
　　＝（ρｋ／ｃｏｓθｋ）・｛ｃｏｓ（２θｓ－θ´）（ｃｏｓθ´＋ｓｉｎθ´ｔａ
ｎθｓ）｝／｛ｃｏｓθ´＋ｃｏｓ（２θｓ－θ´）－ｔａｎθｋｓｉｎ（２θｓ－２θ
´）｝・・・（２３）
【００７４】
　本実施の形態では、以上のようにして、穿刺針２４の実際の挿入角度及び深度が特定さ
れた穿刺アクセス情報を生成することができる。これにより、取得した受信信号から穿刺
針２４の位置をより正確に把握することができる。
　なお、本実施の形態では、穿刺針探索用ビームによって得られた受信信号を用いて穿刺
針２４の位置を検出する例について説明したが、穿刺針２４の挿入角度が浅く、スキャン
用ビームによっても穿刺針エコー情報が十分に得られる状況であれば、スキャン用ビーム
の送受信によって得られた受信信号に対して上述したハフ変換を適用して穿刺針２４の位
置を検出するようにしてもよい。
【００７５】
　以上のようにして穿刺アクセス情報と音速の補正値が得られると、制御部２０８は、以
下のようにして１フレーム分の超音波画像データを取得する。
　すなわち、制御部２０８は、図６に示すように、上述したようにしてスキャン用ビーム
の送受信を行う（ステップＳ１０５）。
【００７６】
　次に、制御部２０８は、上述したようにして補正された音速に従って、整相加算におけ
るチャンネル毎の遅延時間を設定する（ステップＳ１０６）。なお、補正された音速での
整相加算でなくてもよく、補正された音速に近似する音速での整相加算を行うようにして
もよい。その後、制御部２０８は、設定したチャンネル毎の遅延時間に従い、サンプリン
グメモリー２０３ｃから受信信号を読み出して整相加算部２０３ｄによる整相加算を行っ
て生体組織画像データを構成する音線データを生成し、画像処理部２０４に出力する（ス
テップＳ１０７）。このとき、受信開口中心（第１の受信開口中心）は、スキャン用ビー
ムの送信開口中心と同一の位置となる。
【００７７】
　次に、制御部２０８は、穿刺アクセス情報に基づいて、ステップＳ１０４において送信
されたスキャン用ビームの送信開口中心から、受信開口中心（第２の受信開口中心）に対
応するチャンネルを設定する（ステップＳ１０８）。すなわち、第２の受信開口中心に対
応するチャンネルは、送信開口中心に対応するチャンネルから穿刺アクセス情報を適用す
ることにより特定することができる。その結果、例えば、図１７に示すように、図中Ｒ１

で示される生体組織画像データを構成する音線データを生成する際に設定される第１の受
信開口中心に対し、穿刺針画像データを構成する音線データを生成する際に設定される第
２の受信開口中心は、図中Ｒ２で示されるようにシフトした位置となる。これにより、穿
刺針２４の位置が明瞭に表れた超音波画像データを生成することができるようになる。
【００７８】
　制御部２０８は、このようにして設定した第２の受信開口中心に基づき、上述したよう
にして設定されたチャンネル毎の遅延時間に従い、サンプリングメモリー２０３ｃから受
信信号を読み出して整相加算部２０３ｄによる整相加算を行って穿刺針画像データを構成
する音線データを生成し、画像処理部２０４に出力する（ステップＳ１０９）。
【００７９】
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　続いて、制御部２０８は、１フレーム分の音線データが取得されたか否かを判定する（
ステップＳ１１０）。制御部２０８は、１フレーム分の音線データが取得されたと判定し
たときは（ステップＳ１１０：Ｙ）、上述したようにして画像メモリー部２０５の穿刺針
画像用フレームバッファ２０５ａに記憶された穿刺針画像データと、生体組織画像用フレ
ームバッファ２０５ｂに記憶された生体組織画像データとを合成して合成画像データを生
成して合成画像用フレームバッファ２０５ｃに記憶し（ステップＳ１１１）、この処理を
終了する。その結果、例えば、図１８（Ａ）に示される生体組織画像データと、図１８（
Ｂ）に示される穿刺針画像データとが合成されて、図１８（Ｃ）に示すような合成画像デ
ータが生成される。
　これに対し、図１９（Ａ）に示すような生体組織画像データを取得するためにスキャン
を行うとともに、さらに、超音波ビームの角度を穿刺針の方向に向けてスキャンを行って
、図１９（Ｂ）に示すような明瞭な穿刺針画像データを取得するように構成された従来の
方法では、本実施の形態と比べてフレームレートの劣るものであることがわかる。また、
図１９（Ａ）に示される生体組織画像データと図１９（Ｂ）に示される穿刺針画像データ
とを合成して合成画像データを生成すると、図１９（Ｃ）に示されるようになり、穿刺針
の描出性能は劣るものとなる。
【００８０】
　一方、制御部２０８は、ステップＳ１１１において、１フレーム分の音線データが取得
されたと判定しないときは（ステップＳ１１１：Ｎ）、ステップＳ１０５の処理を実行す
る。
【００８１】
　また、制御部２０８は、ステップＳ１０２において、穿刺針２４が被検体内にあると判
定しないときは（ステップＳ１０２：Ｎ）、通常のスキャン動作によるスキャン処理を実
行し（ステップＳ１１２）、生体組織画像データを生成した後（ステップＳ１１３）、こ
の処理を終了する。すなわち、穿刺針２４が検出されない場合は、穿刺針画像データを生
成せず、生体組織画像データに基づく超音波画像が表示されるように制御される。
【００８２】
　次に、超音波画像診断装置２０の制御部２０８にて実行される穿刺画像抽出処理につい
て図９を参照しながら説明する。この穿刺画像抽出処理は、例えば、１フレーム分の超音
波画像データが生成される毎に実行される処理である。本実施の形態では、この穿刺画像
抽出処理により、上述のようにして取得した超音波画像データから、穿刺針２４の被検体
への挿入に係る部分を抽出し、これを静止画像データとし、あるいは、動画像データとし
て記憶部２０９に保存することができる。
【００８３】
　先ず、制御部２０８は、生成された超音波画像データが上述した合成画像データである
か否かを判定する（ステップＳ４０１）。制御部２０８は、生成された超音波画像データ
が合成画像データであると判定したときは（ステップＳ４０１：Ｙ）、被検体に穿刺針２
４が挿入されていると判断して、ステップＳ４０２の処理を実行する。制御部２０８は、
ステップＳ４０２において、前フレームにおいて生成された超音波画像データが合成画像
データであったか否かを判定する（ステップＳ４０２）。すなわち、制御部２０８は、穿
刺針２４が引き続き被検体内に挿入されているか否かを判定する。制御部２０８は、前フ
レームにおいて生成された超音波画像データが合成画像データであったと判定しないとき
は（ステップＳ４０２：Ｎ）、被検体への穿刺針２４の挿入が開始されたものと判断して
、穿刺動画像データの生成を開始し（ステップＳ４０３）、この処理を終了する。一方、
制御部２０８は、前フレームにおいて生成された超音波画像データが合成画像データであ
ったと判定したときは（ステップＳ４０２：Ｙ）、穿刺動画像データの生成が継続中であ
ると判断して、ステップＳ４０３を実行することなく、この処理を終了する。
【００８４】
　また、制御部２０８は、ステップＳ４０１において、生成された超音波画像データが合
成画像データであると判定しないときは（ステップＳ４０１：Ｎ）、被検体に穿刺針２４
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が挿入されていないと判断して、ステップＳ４０４の処理を実行する。制御部２０８は、
ステップＳ４０４において、前フレームにおいて生成された超音波画像データが合成画像
データであったか否かを判定する（ステップＳ４０４）。制御部２０８は、前フレームに
おいて生成された超音波画像データが合成画像データであったと判定しないときは（ステ
ップＳ４０４：Ｎ）、以下の処理を実行することなくこの処理を終了する。一方、制御部
２０８は、前フレームにおいて生成された超音波画像データが合成画像データであったと
判定したときは（ステップＳ４０４：Ｙ）、被検体から穿刺針２４が引き抜かれたと判断
して、穿刺動画像データの生成を終了する（ステップＳ４０５）。
【００８５】
　次に、制御部２０８は、穿刺動画像データの生成の開始から終了までの間に取得された
複数フレームの合成画像データを時系列に切替表示可能な動画像として再生可能とするた
めの穿刺動画像データファイルを作成する（ステップＳ４０６）。穿刺動画像データファ
イルは、所定の圧縮形式により生成され、例えば、ＡＶＩ（Audio-Video Interleaved fo
rmat）やＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group 2）等が適用可能である。
【００８６】
　制御部２０８は、上述のようにして作成された穿刺動画像データファイルを記憶部２０
９に保存する（ステップＳ４０７）。
【００８７】
　次に、制御部２０８は、穿刺動画像データファイルに含まれる合成画像データから、穿
刺針２４が最深の位置である静止画像を抽出するか否かを判定する（ステップＳ４０８）
。穿刺針２４が最深の位置である静止画像を抽出するか否かについては、例えば、操作入
力部２０１による所定の操作が行われたか否かにより判定される。制御部２０８は、穿刺
針２４が最深の位置である静止画像を抽出すると判定したときは（ステップＳ４０８：Ｙ
）、穿刺動画像データファイルに含まれる合成画像データから、穿刺針２４が最深の位置
である合成画像データを抽出する（ステップＳ４０９）。具体的には、制御部２０８は、
例えば、穿刺動画像データファイルに含まれる各合成画像データに対応する各穿刺針画像
データを穿刺針画像用フレームバッファ２０５ａより読み出してそれぞれ２値に量子化す
る。制御部２０８は、この２値化した各穿刺針画像データをｘｙ空間にそれぞれ展開する
。制御部２０８は、ｘｙ空間上に展開された穿刺針画像データから、穿刺針２４の挿入位
置と穿刺針２４の先端位置との距離をそれぞれ求め、比較する。このとき、比較対象とし
て、ｘ軸における積分を比較することにより、最深の穿刺針画像データを特定することが
できるが、三角関数により穿刺針の長さをそれぞれ求めて、これを比較するようにしても
よい。また、上述したようにして受信エコーデータをハフ変換した結果をフレーム毎に保
持しておき、最大投票数が最も大きいフレームに対応する合成画像データを抽出すること
により、穿刺針２４が最深の位置である合成画像データを抽出するようにしてもよい。ま
た、本実施の形態では、穿刺動画像データの生成の開始から終了までの間に取得された合
成画像データの中から、穿刺針２４が最深の位置である合成画像データを抽出するように
したが、超音波画像データを生成する毎に、それ以前に取得した合成画像データよりも穿
刺針２４の深度が大きい場合に、その都度、穿刺針２４が最深の位置である合成画像デー
タとして保持しておき、最終的に保持された合成画像データを穿刺針２４が最深の位置で
ある静止画像として保存するようにしてもよい。
【００８８】
　制御部２０８は、上述のようにして抽出した合成画像データを記憶部２０９に記憶して
（ステップＳ４１０）、この処理を終了する。
【００８９】
　また、制御部２０８は、ステップＳ４０８において、穿刺針２４が最深の位置である静
止画像を抽出すると判定しないときは（ステップＳ４０８：Ｎ）、穿刺針２４が最深の位
置である合成画像データと、その前後所定期間において生成された合成画像データとの複
数フレームの合成画像データを抽出して時系列に切替表示可能な動画像データを生成する
か否かを判定する（ステップＳ４１１）。穿刺針２４が最深の位置である合成画像データ
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と、その前後所定期間において生成された合成画像データとの複数フレームの合成画像デ
ータを抽出して時系列に切替表示可能な動画像を生成するか否かについては、例えば、操
作入力部２０１による所定の操作が行われたか否かにより判定される。なお、合成画像デ
ータの抽出期間は任意に設定することができる。
【００９０】
　制御部２０８は、穿刺針２４が最深の位置である合成画像データと、その前後所定期間
において生成された合成画像データとの複数フレームの合成画像データを抽出して時系列
に切替表示可能な動画像データを生成すると判定したときは（ステップＳ４１１：Ｙ）、
上述したようにして穿刺針２４が最深の位置である合成画像データを抽出するとともに、
その前後の所定期間において生成された合成画像データを抽出する（ステップＳ４１２）
。そして、制御部２０８は、これらの合成画像データを時系列に切替表示可能な動画像と
して再生可能とするための最深穿刺動画像データファイルを作成する（ステップＳ４１３
）。制御部２０８は、上述のようにして作成された最深穿刺動画像データファイルを記憶
部２０９に保存して（ステップＳ４０７）、この処理を終了する。
【００９１】
　また、制御部２０８は、ステップＳ４１１において、穿刺針２４が最深の位置である合
成画像データと、その前後所定期間において生成された合成画像データとの複数フレーム
の合成画像データを抽出して時系列に切替表示可能な動画像データを生成すると判定しな
いときは（ステップＳ４１１：Ｎ）、ステップＳ４１２～ステップＳ４１４の処理を実行
せず、この処理を終了する。
【００９２】
　上述のようにして生成された最深穿刺画像データや最深穿刺動画像データは、上述した
ＤＩＣＯＭ規格に則った画像ファイルに変換して、ＰＡＣＳ３０等に送信される。ここで
、超音波画像診断の開始から終了までの間に取得された超音波画像データを画像ファイル
に変換し、最新穿刺画像データや最新穿刺動画像データとともにＰＡＣＳ３０等に送信す
るようにしてもよい。
【００９３】
　本実施の形態では、上述したようにして最深穿刺画像データや最深穿刺動画像データを
生成するので、診療記録として保存することができるとともに、インフォームドコンセン
トの実施において利用するために最適な画像として保持しておくことができるようになる
。
【００９４】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、制御部２０８は、受信信号に基づいて被
検体への穿刺針２４の挿入を検出し、該被検体への穿刺針２４の挿入が検出されている期
間において得られた受信信号に基づいて生成された超音波画像データを抽出する。その結
果、穿刺針の検出があったときに穿刺針が挿入された超音波画像データが抽出されるので
、所望の超音波画像データを取得するために、医師や技師等の操作者が超音波探触子や穿
刺針の手技を煩わすことがなく、手技に集中させることができる。したがって、操作を容
易にして穿刺針が挿入された超音波画像データを抽出することができるようになる。
【００９５】
　また、本実施の形態によれば、制御部２０８は、被検体への穿刺針２４の挿入が検出さ
れている期間において得られた受信信号に基づいて生成された複数フレームの超音波画像
データを動画像データとして抽出する。その結果、穿刺針の穿刺に係る診断に必要な超音
波画像を動画像として表示させることができ、診断効率の向上が図れるようになる。
【００９６】
　また、本実施の形態によれば、制御部２０８は、被検体への穿刺針の挿入が検出ている
期間において得られた受信信号であって、被検体に対する穿刺針２４の挿入位置が最深で
あるときの受信信号に基づいて生成された超音波画像データを抽出する。その結果、例え
ば、穿刺針が対象に穿刺されている様子が容易に認識できるような超音波画像を表示させ
ることができ、診断効率の向上が図れるようになる。
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【００９７】
　また、本実施の形態によれば、制御部２０８は、被検体に対する穿刺針の挿入位置が最
深であるときを含む所定期間において得られた受信信号に基づいて生成された複数フレー
ムの超音波画像データを動画像データとして抽出する。その結果、例えば、穿刺針が対象
に穿刺されている様子が容易に認識できるような超音波画像を動画像として表示させるこ
とができ、診断効率の向上が図れるようになる。
【００９８】
　また、本実施の形態によれば、送信部２０２は、所定幅の平面波の送信超音波が超音波
探触子２２から出力されるように超音波探触子２２に駆動信号を与える。受信部２０３は
、超音波探触子２２から出力された平面波の送信超音波が被検体に挿入された穿刺針２４
によって反射した反射超音波を超音波探触子２２が受信して得られた平面波の受信信号を
超音波探触子２２から受信する。制御部２０８は、受信部２０３によって受信した平面波
の受信信号に基づいて被検体への穿刺針２４の挿入を検出する。このように平面波等の探
索波により穿刺針の角度と位置とを特定することで、従来のように複数角度で送信超音波
を送受信して得られた受信信号を用いたコンパウンド（空間コンパウンド）法によって画
像を強調するようにした場合と比較して、穿刺針の検出を行うためのフレームレートの低
下を低減させることができる。また、穿刺針の音響特性を利用して穿刺針を検出すること
ができるので、穿刺針が被検体に挿入されたことを容易に認識することができる。
【００９９】
　また、本実施の形態によれば、通信部２１０は、ネットワークＮを介して外部機器との
間でデータの送受信を行う。制御部２０８は、抽出した超音波画像データを通信部２１０
を介してネットワークＮ上に接続されたＰＡＣＳ３０に送信する。その結果、抽出した超
音波画像データを画像管理装置において管理することができる。また、従来の医用画像管
理システムに容易に適用することができるので、コストの上昇を抑制して利便性を向上さ
せることができる。
【０１００】
　なお、本発明の実施の形態における記述は、本発明に係る医用画像管理システムの一例
であり、これに限定されるものではない。医用画像管理システムを構成する各機能部の細
部構成及び細部動作に関しても適宜変更可能である。
【０１０１】
　また、本実施の形態では、超音波画像診断装置を医用画像管理システム上に構成したが
、超音波画像診断装置がネットワーク接続されない構成であってもよい。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、ハフ変換を適用して穿刺針エコー情報を得るようにしたが、
他の方法によって穿刺針エコー情報を取得するようにしてもよい。例えば、テンプレート
マッチングや、輝度分析等の方法によって穿刺針エコー情報を取得するようにしてもよい
。
【０１０３】
　また、本実施の形態では、受信エコーデータに対してエッジ検出を行ってハフ変換を実
施するようにしたが、エッジ検出を行わずに受信エコーデータに対してハフ変換を行うよ
うにしてもよい。
【０１０４】
　また、本実施の形態において、穿刺アクセス情報を取得する方法は上述した方法に限定
されず、被検体に挿入された穿刺針の実際の挿入角度及び深さを特定可能な方法であれば
何れの方法を適用してもよい。
【０１０５】
　また、本実施の形態では、受信エコーデータに基づいて穿刺針画像データを生成し、こ
の穿刺針画像データと生体組織画像データと合成して合成画像データを生成するようにし
たが、受信エコーデータに基づく穿刺針画像データを生成せず、例えば、穿刺針エコー情
報や穿刺アクセス情報に基づいて穿刺針画像を仮想的に描出して生体組織画像データに合
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成するようにしてもよい。また、例えば、穿刺針エコー情報や穿刺アクセス情報に基づい
て穿刺針の挿入を案内するガイド表示を行うようにしてもよい。
【０１０６】
　また、本実施の形態では、音速の補正を行って、補正後の音速にて整相加算を行うよう
にしたが、音速の補正を行わないようにしてもよい。
【０１０７】
　また、本実施の形態では、１フレーム毎に穿刺針エコー情報及び穿刺アクセス情報を取
得や音速の補正を行うようにしたが、複数フレーム毎に行うようにしてもよい。
【０１０８】
　また、本実施の形態では、取得した合成画像データから、穿刺動画像データファイル、
最深穿刺画像データ及び最深穿刺動画像データファイルを生成するようにしたが、これら
のうちの一部のみを生成するようにしてもよい。
【０１０９】
　また、本実施の形態では、取得した合成画像データから、最深穿刺画像データを抽出す
るようにしたが、穿刺針が最深の位置以外の位置である合成画像データを抽出して保存す
るようにしてもよい。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、取得した超音波画像データから穿刺針が被検体内に挿入され
た画像データを抽出し、この抽出した画像データから画像データファイルを生成してＰＡ
ＣＳ等のネットワーク上の外部機器に送信可能に構成したが、画像データファイルをネッ
トワーク上の外部機器に送信しないように構成されたものであってもよい。
【０１１１】
　また、本実施の形態では、本発明に係るプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体
としてハードディスクや半導体の不揮発性メモリー等を使用した例を開示したが、この例
に限定されない。その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、ＣＤ－ＲＯＭ等の可
搬型記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを通
信回線を介して提供する媒体として、キャリアウェーブ（搬送波）も適用される。
【符号の説明】
【０１１２】
１００　医用画像管理システム
２０　超音波画像診断装置
２１　超音波画像診断装置本体
２２　超音波探触子
２２ａ　振動子
２４　穿刺針
２０２　送信部
２０３　受信部
２０３ｃ　サンプリングメモリー
２０３ｄ　整相加算部
２０３ｅ　穿刺針位置検出部
２０３ｆ　音速算出部
２０５　画像メモリー部
２０７　表示部
２０８　制御部（画像生成部）
２０９　記憶部
２１０　通信部
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